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 平成 19 年 11 月 29 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ド リ コ ム 

代 表 者 代 表 取 締 役  内 藤 裕 紀 

 （コード番号：3793 東証マザーズ） 

問い合わせ先 経 営 管 理 本 部 長  清 水  武 

電 話 0 3 - 5 7 9 1 - 4 5 5 5 

 

(訂正)「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

株式会社ドリコム（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役 内藤裕紀、東証マザーズ 3793）は、

平成 19 年 11 月 28 日に開示いたしました「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」の一部に

訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

【訂正箇所】 

訂正前 訂正後 
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（１） 今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当増資 

発行期日：平成 19 年 12 月 14 日 

 

P3 

 

（１）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当増資 

発行期日：平成 19 年 12 月 21 日 
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（３）割当先の保有方針 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社は、

投資有価証券として当社株式を保有する予

定です。 

なお、当社は割当先に対し、第三者割当に

よる新株発行日（平成 19 年 12 月 14 日）から

2 年以内に当該新株式を譲渡する場合には、

その旨を当社に報告する旨の確約をする予

定であります。 
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（３）割当先の保有方針 

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社は、

投資有価証券として当社株式を保有する予

定です。 

なお、当社は割当先に対し、第三者割当に

よる新株発行日（平成 19 年 12 月 21 日）から

2 年以内に当該新株式を譲渡する場合には、

その旨を当社に報告する旨の確約をする予

定であります。 
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1.新株式発行の要領 

（１）発行新株式 

（２）発行株式数 

（３）発行価額 

（４）発行価額の総額 

（５）資本組入額 

（６）資本組入額の総額

（７）申込期日 

 

 

 

当社普通株式 

200 株 

１株につき 233,100 円 

46,620,000 円 

１株につき 116,550 円 

23,310,000 円 

平成 19 年 12 月 14 日
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（８）払込期日 

（９）新株式交付日 

（１０）割当予定先およ

び株式数 

 

（１１）新株式の継続所

有等の取決めに関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 12 月 14 日

平成 19 年 12 月 14 日

ＮＥＣネクサソリューショ

ンズ株式会社  

200 株 

当社は割当先との間に

おいて、割当新株式に

ついて、継続保有およ

び預託に関する取り決

めはありません。ただ

し、割当先との間にお

いて、割当新株式効力

発生日（平成 19 年 12

月 14 日）より 2 年間に

おいて、当該割当新株

式の全部または一部譲

渡した場合には、直ち

に譲渡を受けた者の氏

名および住所、譲渡株

式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡

の方法等を当社に書面

にて報告することの内

諾を受けております。 

（８）払込期日 

（９）新株式交付日 

（１０）割当予定先およ

び株式数 

 

（１１）新株式の継続所

有等の取決めに関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 12 月 21 日

平成 19 年 12 月 21 日

ＮＥＣネクサソリューショ

ンズ株式会社 

200 株 

当社は割当先との間に

おいて、割当新株式に

ついて、継続保有およ

び預託に関する取り決

めはありません。ただ

し、割当先との間にお

いて、割当新株式効力

発生日（平成 19 年 12

月 21 日）より 2 年間に

おいて、当該割当新株

式の全部または一部譲

渡した場合には、直ち

に譲渡を受けた者の氏

名および住所、譲渡株

式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡

の方法等を当社に書面

にて報告することの内

諾を受けております。 

（１２）上記各項については、証券取引法による届

出の効力発生を条件とする。 

（注）発行価額の算定 

価格下落リスク、流動性リスク等を総合的に勘案

し、取締役会決議の前営業日（平成 19 年１１月 2

７日）の株式会社東京証券取引所マザーズ市場

における当社株式の終値に 0.9 を乗じた金額とし

ております。 
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以上 


